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第一章 これまでの研究 
 
 １９８９年はポーランドにもドイツにも大きな変化をもたらす年となった。ポーランド

では２月から４月まで政府と「連帯」との間で円卓会議が行なわれ、秋には非共産党系の

閣僚を中心としたマゾヴィエツキ内閣が成立した1。他方ドイツでは１１月９日にベルリン

の壁が崩れ、その後ドイツ統一問題は急速に進展した。このドイツ統一に際しては、東西

両ドイツと第二次大戦での戦勝四大国である米英仏ソは「２＋４」会議を開き、ドイツ統

一によって生じる様々な外交問題について議論を行った。しかしながら戦勝四大国だけで

なく、東ドイツに隣接するポーランドもこのドイツ統一に強い関心を持っていた。ポーラ

                                                  
1 体制転換後の政治的な変化やマゾヴィエツキ内閣に関しては Antoni Dudek, Pierwsze lata 
Ⅲ Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków, Wydawnictwo ARCANA, 2002; Marek Chmaj, 
‘Rząd Tadeusza Mazowieckiego’, Marek Chmaj i Marek Żmigrodzki (red.), Gabinety 
koalicyjne w Polsce w latach 1989-1996, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 1998, s.31-50. マゾヴィエツキ内閣の外相はクシシュトフ・スクビシェフ
スキであり、以後連帯系の内閣がめまぐるしく変わる中、１９９３年まで外相を務めた。 
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ンドにとってとりわけ重要な問題は、ポーランドと東ドイツの国境をなしているオーデ

ル・ナイセ線についてであった。ポーランドは冷戦期に東西両ドイツそれぞれと国境に関

する条約を締結したが、最終的な国境確認はドイツ統一に際してなされることになってい

た。しかしドイツ統一が進展する中で西ドイツ側、とりわけコール首相は国境確認につい

ての明確な態度を示さず、ポーランドの領土保全に対する不安を増大させた。それゆえポ

ーランドは国境問題に関する外交交渉を積極的に展開し、国境問題に限定された範囲では

あるものの「２＋４」会議に参加して自国の主張を訴えた。１９９０年９月に東西両ドイ

ツと四大国は最終規定条約を締結し、ドイツ統一後の同年１１月には当事国であるドイツ、

ポーランド両国が国境確認条約を締結した。これにより第二次大戦終了後に定められた独

ポ間の国境線が最終的に確認された2。 
 さて、この国境問題に関して、これまでのドイツ・ポーランド間の二国間関係の研究や

ドイツ統一における外交政策の研究などから次のような分析がなされている3。 
 まず、ドイツ・ポーランドの二国間関係重視の観点からこの国境問題を取り扱っている

研究を取り上げたい。広瀬佳一による研究では体制転換直後の国境確認交渉から９０年代

前半の国境地域協力までの経過が示されており、国境確認については「四大国の承認のも

と、オーデル＝ナイセ国境を国際法的に確定した」ことにより、「伝統的に反独感情の強か

ったポーランド社会においても世論に変化が現れている」と述べられている4。シュタット

ミュラーの著作でも体制転換後のポーランド側の政治家の反応や世論の動きが示されてお

り、ドイツに対する不安よりも両国の協力が優位を占めていたことが述べられている。こ

れらの活動の中で国境確認条約はドイツ・ポーランド間の安定を導いた一つの要素として

位置づけられている5。独ポ間の関係の中では国境確認がその後の善隣友好条約の締結や国

境地域協力の基礎となったことから、国境確認交渉は両国関係を改善する出発点となった

ことが示されている6。確かに国境問題においてポーランドは当事国である両ドイツとの交

渉を重要視していたが、他方で「２＋４」会議に参加した四大国との交渉も極めて積極的

に追求していた。そしてまさにその四大国に対するポーランドの姿勢は、以下で言及する

ように二国間関係を円滑に進めるための環境づくりという意味を超えているように思われ

る。しかしながらこれらの研究では、ポーランド・ドイツ関係に重点が置かれており、ポ

                                                  
2 体制転換後のポーランド外交については Józef Kukułka, Traktat sąsiedzkie polski 
odrodzonej, Wrocław, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1998, s.75-112; Roman 
Kuźniar (red.), Polska Polityka Bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa, Scholar, 2001. 
3 ドイツ側の国境問題に対する態度については、本稿でのコンテクストから見て省略する。ド
イツ側からの文献として、例えばMichael Ludwig, Polen und deutsche Frage  Mit einer 
Dokumentation zum deutsche-polnischen Vertrag vom 17. Juni 1991, Bonn, Europa Union 
Verlag, 1991; Dieter Bingen, Polityka Republiki Bońskiej wobec Polski  Od Adenauera do 
Kohla 1949-1991, Kraków, Kwadrat, 1997, s.251-272. 
4 広瀬佳一「アンビヴァレントな隣国関係 －独ポ関係の新展開－」同編『ヨーロッパ変革の
国際関係』（勁草書房、1995）88-106頁。 
5 Elżbieta Stadtmüller, Granica Lęku i Nadziei  Polacy wobec Niemiec w latach 
dziewięćdziesiątych, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998, s.12-53. 
6 Witold M. Góralski, ‘Stosunki polityczne Polska - Niemcy’, Dieter Bigen i Krzysztof 
Malinowski (red.), Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa  próba bilansu 
dziesięciolecia 1989-1998, Poznań, Instytut Zachodni, 2000, s.269-290. 
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ーランドと四大国との関係については十分に取り扱われていないように思われる。 
 他方、この問題を大国間の外交という視点から扱った高橋進の著書では、国境問題は「実

体問題であるよりも象徴的問題」であり、「対立の終結は妥協、関係者の面子をつぶさない

方法での収拾しかありえない問題であった」と捉えている7。従って国境問題の解決の過程

は主として、独ポ間の根深い不信感を払拭し、ドイツ統一の進め方で意見が異なっていた

英仏と西独との関係を改善する過程として描かれている。またドイツ統一の外交的な側面

を描いたゼーリックとライスの著作でも、独ポ間の仲介を行なったアメリカの役割が示さ

れており、国境確認交渉は三者の理性的な議論の積み重ねにより達成された相互不信の解

消の過程として描かれている8。国境問題は、この研究では、国内への悪影響を最小限にと

どめようとする西ドイツ、ポーランドを支持してドイツ統一を協調的に行なわせようとす

る英仏、その間で調整を図ろうとするアメリカという大国間の外交関係の中で捉えられて

いる9。しかし、国境確認交渉の過程では、以下に述べるように、ポーランドは「２＋４」

会議に参加し、また積極的に自らの外交原則といえる主張を提示しようとしていたのであ

る。この交渉過程は大国とポーランドの外交交渉が複雑に絡み合ったものあったように思

われる。もしそうであれば、四大国との交渉の中でポーランド外交が果した役割もまた明

らかにされるべきではないだろうか。 
 次章以下の交渉過程に見るように、ポーランドは「２＋４」会議への参加を強く要求し

た。後に交渉過程の中で触れる点ではあるが、国境確認交渉におけるこのポーランド側の

取り組みは執拗ともいえるものであった。例えば、ポーランドは「２＋４」会議という多

国間の交渉の中で自国の要求を最後まで強く主張しているし、他方で同国は四大国に完全

に依存していたわけではなく、当事国間の交渉なども推し進めて、四大国の枠組みを超え

た独自の外交政策を展開しているように思われる。従ってこれらのポーランド側の交渉姿

勢はこれまでの分析からでは十分に説明できない点を含んでいるのである。本稿は国境確

認交渉の過程でポーランドがどのような外交を展開したのか、そしてその中でポーランド

がどのような外交原則を追求しようとしたのかをポーランド側の資料を中心にして提示し

ようとするものである。 
 
第２章 第二次大戦以降の国境確認交渉 
 
 オーデル・ナイセ線の国境問題は約半世紀にわたって懸案となっていた課題であり、ド

イツ統一に際してこの問題が顕在化した理由を理解する上でも、またこれから明らかにし

ようとするポーランドの長期的な外交原則を考察する上でも、この問題に関する、体制転

換までの歴史の理解は最小限必要な前提であろう。そこで８９年から９０年の国境確認交

渉に言及する前に、８９年までの国境問題の経過について概括したい。 

                                                  
7 高橋進『歴史としてのドイツ統一』（岩波書店、1999）259-267頁。 
8 Philip Zelikow and Condoleezza Rice, Germany unified and Europe transformed  a 
study in statecraft, Cambridge Mass., Harvard University Press, 1995, pp.217-222. 
9 Werner Weidenfeld mit Peter M. Wagner und Elke Bruck, Außenpolitik für die deutsche 
Einheit  Die Entscheidungsjahre 1989/90 (Geschichte der deutsche Einheit Band 4), 
Stuttgart, Deutsche Verlages-Anstalt, 1998. 
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 第二次大戦中、そして戦後のポーランドは自国の領土について決定的なイニシアティブ

を持つことができず、連合国による戦後秩序の形成に全てを委ねるしかなかった。連合国

首脳によって１９４３年にテヘラン会談、４５年２月にはヤルタ会談が行なわれ、８月の

ポツダム会談によりポーランドの西部国境はほぼ確定した10。連合国が決定したオーデ

ル・ナイセ線は戦前のポーランドの国境線よりもかなり西側に位置するものだった。ポー

ランドの東部国境は、ポーランドとソ連の間で４５年８月に結ばれた条約により、ほぼカ

ーゾン線の位置で確定した11。この領土変更によりポーランドは東部で１８万k㎡を失い、

西部で１０万 k㎡を得、戦後のポーランドは戦前のドイツ領に食い込む形で成立した。 
 大国間の交渉で決められた西部国境を固定化するために、冷戦下においてポーランドは

東西ドイツそれぞれと条約を締結して国境線の確認を求めようとした。その第一歩が１９

５０年７月に東ドイツとの間で締結されたズゴジェレツ（ゲルリッツ）条約12であった。

西ドイツとの間でも１９７０年１２月に正常化条約（ワルシャワ条約）13が結ばれ、オー

デル・ナイセ線がポーランドの西部国境であることが両国により承認された。しかし、１

９７０年の国境確認は西ドイツとポーランドとの間のものであった。条約批准の際に西ド

イツ議会は決議を採択し、将来の統一ドイツはこの国境確認に拘束されず、統一ドイツと

ポーランドが改めて国境問題を話し合うことを確認している14。この正常化条約での国境

確認はドイツ統一までの暫定的な性格を持つものだった。 
 １９７０年の段階ではドイツ統一は現実的な課題として扱われることがなかったため、

東西両ドイツとの国境確認に関する問題は一応の決着となりうるものであった。しかし、

８９年秋以降、ドイツ統一が急速に進展する中で、西ドイツの国境に関する留保はポーラ

ンド側にとって解決されねばならない問題として大きな意味を持つようになった。この１

９７０年に締結された条約を引き継ぐ形で、国境問題を中心とした諸問題は体制転換後の

交渉の中で解決されることとなった。 
 
第３章 １９８９年から９０年の国境確認交渉 
 
第一節 体制転換後のドイツ・ポーランド関係の始まり 
 

 １９８９年に起きたポーランドでの体制転換は国内の政治的・経済的な変化をもたらし

ただけではなく、外交においても冷戦下での東西関係を見直すきっかけとなった。この新

しい環境の中で、１１月９日から１４日まで西ドイツのコール首相は初めてポーランドを

公式訪問した。１０日には若者交流に関する協定などが締結され、両国間の新しい実務関

                                                  
10 ポツダム会談の議定書では、オーデル・ナイセ線以東のソ連管治を除く部分とダンツィヒ自
由市は「ポーランド国の管治」となることが同意された。但し、「ポーランド国の西部国境の最

終的画定は平和解決を待たなければならない」とされた。鹿島平和研究所『現代国際政治の基

本文書』（原書房、1987）50-53頁。 
11 Dziennik Ustaw RP, 1946, nr2, poz.4. 
12 Dziennik Ustaw RP, 1950, nr51, poz.466; 1951, nr14, poz.106, 107. 
13 Dziennik Ustaw PRL, 1972, nr24, poz.168. 
14 Ludwig, op. cit., S.157-158 (Dok.6). 
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係が始まった15。１２日にはドイツ系住民の多いポーランド南西部シロンスク地方のクシ

ジョーヴァで独ポ両首相がミサに参加し、両国の和解を印象づけた。１４日には共同宣言

が発表され、包括的な関係の強化が謳われた。共同宣言は両国の和解と合意に向けた新た

な意志を示したものであった。宣言は経済協力、文化協力、全欧的な取り組みなど二国間

における様々な活動を挙げており、今後の二国間条約の締結や具体的な協力を発展させる

基礎となった。国境問題に関しては、宣言の第７章で「ヨーロッパの現在の国境での、国

境の不可侵や全ての国の領土保全や主権の尊重が平和の基本的な条件となる。」と述べられ

ている16。 
 このコール首相の訪問中に奇しくもベルリンの壁が崩れ、ドイツ・ポーランド関係だけ

でなく、ドイツ統一への動きも大きな進展を見せることとなった。ベルリンでの出来事を

追うようにして、１１月中旬には東ドイツ首相モドロウが東西ドイツの条約共同体構想を

発表し、同月末の１１月２８日には西ドイツ側も統一へ向けた１０項目提案を行なった17。

この１０項目提案は西側の同盟国に事前には知らされず、西ドイツの性急で独断的な行動

にソ連だけでなく英仏も不快感をあらわにした18。四大国は性急なドイツ統一がもたらす

国際環境の不安定化や統一問題での自国の安全保障への影響を憂慮し始め、各国はドイツ

統一をどのように進めるべきか検討を重ねた。ドイツ統一の過程で解決しなければならな

い安全保障の問題は東西両ドイツが属する軍事同盟や駐留軍についてなど数多くあったが、

ドイツ・ポーランド間でとりわけ懸案となっていたのは国境問題であった。しかし、コー

ルの１０項目提案の中で国境問題は全く触れられておらず、コール首相は統一ドイツのみ

が国境確認を行なうことのできる主体であると法律論に固執し、国境確認を行なう意志を

示そうとしなかった。ポーランドのスクビシェフスキ外相は１２月７日に下院でドイツ統

一について答弁し、ドイツ統一の過程は現在の国境を変更しないことを前提にしなければ

ならないと発言している19。この国境問題については、四大国の首脳間においても１０項

目提案以降の会談の中で話し合われている。例えば１２月８、９日に EC首脳会議が開か
れた際にミッテランとサッチャーは会談を行ない、サッチャーは明確に現在の国境線を尊

重する必要があることを述べている。同首脳会議に際してミッテランはコールとも会談し、

１２月６日に行なわれていた仏ソ会談について述べ、ゴルバチョフが国境問題を重要視し

ていることをコールに伝えた。１２月１２日にはベーカーとコールが会談し、ベーカーは

ドイツ統一に過敏になっている隣国に保証を与えることを勧め、特に国境問題が重要であ

ることを指摘した。すなわち現在の国境線の維持は四大国に共通する考えであったという

                                                  
15 ８９年１１月１０日に締結された諸協定については Zbiór Dokumentów, 1990, nr4, 
s.85-156. 
16 Rzeczpospolita, 15 listopada 1989, s.3. 
17 Auswärtiges Amt, Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland : Dokumente von 
1949 bis 1994, Köln, Verlag Wissenschaft und Politik, 1995, S. 632-638. 
18 Horst Teltschik, 329 Tage : Innenansichten der Eingung, Berlin, Siedler Verlag, 1991, 
S.59-64. 邦訳 ホルスト・テルチク／三輪晴啓、宗宮好和監訳『歴史を変えた３２９日 ドイ
ツ統一の舞台裏』（NHK出版、1992）69-74頁。 
19 Sejm PRL, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie stenograficzne z 15 posiedzenia, 7 grudnia 1989 
r., łamy 56-61. 
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ことができよう20。 
 さて、８９年末から９０年初頭にかけて、東ドイツの政治的、経済的な機能不全はさら

に進み、ドイツ問題は統一の是非ではなく、統一の方法に問題の焦点が定まりつつあった。

どのように統一するかという点で、各国はその方向性を模索していた。ソ連、フランスは

ドイツ統一へと事態が性急に進展しないように、ヨーロッパの多くの国々が参加しドイツ

統一をゆっくりとしたペースで検討する欧州安保協力会議（CSCE）での討議や大国のみ
で交渉を管理することのできる戦勝四大国の会議を望み、他方イギリスは戦勝四大国によ

る会議を中心に据えることを考えていた。米、西独は、両ドイツを含み、かつ関係国が多

くなりすぎない６ヶ国（両ドイツと四大国）の交渉を模索していた21。 
 このドイツ統一を議論する枠組みはオタワで開かれた「オープンスカイ」交渉により決

着した。この会議は本来 NATO諸国とWTO諸国の外相合同会議として設定されたもので
あった。この交渉に際し、９０年２月１３日に東西両ドイツと戦勝四大国の外相は会談を

行い、統一ドイツの対外的な問題についてこれら６ヶ国が会議を開催することで合意した

22。６ヶ国が発表したコミュニケでは、会議の目的は「隣国の安全保障を含む、ドイツ統

一制定の外的側面」を議論することである、とされた。また参加国は東西両ドイツと戦勝

四大国の６ヶ国であり、ドイツ統一の対外的側面を取り扱う会議は戦勝四大国のみでも、

両ドイツのみでも行なわれないことを明らかにした。コミュニケは３つの文章からなる短

いものであり、一般的な文言しか記されていなかったが、このオタワコミュニケがポーラ

ンドに及ぼした影響は小さくなかった。６ヶ国による会議（以下「２＋４」会議と表記）

ではドイツ統一の外交問題が議論されることから、国境問題もその議論の対象となり、四

大国はその解決に好意的に反応するだろうとポーランド側は期待した。そしてさらに重要

であったのは、同コミュニケの「隣国の安全保障を含む」という文言は、ポーランド自身

がこの会議に参加できる可能性を示唆するものであった。また、この「２＋４」会議が国

境問題に関するドイツ・ポーランド間の二国間交渉にも良い影響を与えることも期待され

た23。 
 
第２節 国境確認交渉の展開 
 
 オタワコミュニケ以降、ポーランドはこの「隣国の安全保障を含む」という表現を梃子

                                                  
20 高橋前掲書 194-199頁、独仏会談については Teltschik, op. sit., S.71-72 邦訳８３頁、米独
会談については Zelikow and Rice, op. cit., pp.142-145. 
21 James A  Baker Ⅲ with Thomas M DeFrank, The Politics of diplomacy: Revolution, 
War & Peace, 1989-1992, New York, G. P. Putnam, 1995, pp.195-199. 邦訳 ジェームス・
A・ベーカーⅢ／仙名紀訳『シャトル外交 激動の四年（上）』（新潮文庫、1997）405-413頁。 
22 オタワコミュニケの全文は以下の通り。「西ドイツ、東ドイツ、フランス、イギリス、ソ連、
アメリカの外相はオタワで会談を行った。西ドイツ、東ドイツの外相はフランス、イギリス、

ソ連、アメリカの外相とともに、隣国の安全保障問題を含む、ドイツ統一制定の外的側面に関

係する議論を行なう目的で会談を開く。そのための事務レベルの予備協議を近く開始する。」

Jan Barcz, Udział Polski w konferencji „2+4”  Aspekty prawne i proceduralne, Warszawa, 
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1994, s.113 (dok.1). 
23 オタワコミュニケに対するポーランドの反応として、Sejm RP, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie 
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に「２＋４」会議に参加できるよう精力的に活動を展開した。２月１６日にマゾヴィエツ

キ首相はワルシャワで東独首相モドロウと会談を行い、２３日にはコール首相と電話会談

を行った。ポーランド側の外交攻勢は３月に入っても続いた。３月９日にはヤルゼルスキ

大統領、マゾヴィエツキ首相、スクビシェフスキ外相がフランスを訪れた。フランス側は

ポーランドの主張を明確に支持し、ポーランドと東西両ドイツが統一前に国境確認条約を

仮調印すべきであることを仏ポ両国首脳は記者会見で発表した24。３月中旬にはマゾヴィ

エツキがアメリカを訪れ、ブッシュ米大統領と会談し、同様の趣旨をブッシュに要請した。 
 四大国首脳との会談の中でもポーランド側は国境確認を明確にすることを訴えた。「２

＋４」会議へのポーランドの参加が主な主張の一つであったが、ドイツとポーランドが条

約を直接締結することもポーランドがはっきりと主張したことであった。国境確認交渉は

四大国の関与の下で進められたものであったが、国境問題の当事国による二国間条約の締

結はポーランド側がこの国境確認交渉を通じて一貫して主張したことであった。 
 ポーランド側は「２＋４」会議に参加する首脳との会談だけを追求したのではなく、ポ

ーランドの置かれている立場を説明するために各国に書簡も送付している。２月２０日に

マゾヴィエツキ首相は四大国宛てにポーランドの立場を表明する書簡を送り、ポーランド

が「２＋４」会議に参加できるよう訴えている25。さらに特筆すべきは３月２日にスクビ

シェフスキ外相からの書簡が東西ドイツに隣接する国々の外相宛てに送付されたことであ

った26。３月１９日から２２日にはルクセンブルク、ベルギーを訪れ、ルクセンブルク首

相ジャック・サンテールとも会談を行った。サンテールは国境問題についてポーランドの

立場を支持し、ドイツに隣接する国々は「２＋４」会議に参加すべきであり、オタワで決

められた６ヶ国の枠組みには不満であることを述べた27。このようにポーランドはデンマ

ーク、スイス、ルクセンブルクといった東西ドイツに隣接する中小国の支持を喚起する形

で「２＋４」会議への参加を訴えている。 
 さて、ポーランドが四大国首脳と会談した際、四大国はどのように国境問題を捉えてい

たのだろうか。上述した３月の仏ポ会談に見るように、フランスは国境問題に関して最も

明確にポーランドの立場を支持し、西ドイツと鋭く対立した。フランスにとっては国境問

題はドイツを牽制するカードであり、ポーランドを支持することによってドイツの影響力

拡大を抑えるという目論見があった。また、そこには ECや CSCEといった、フランスが
積極的に進めているヨーロッパ統合の中でドイツ統一を位置づけ、フランスの影響力を拡

大する狙いも含まれていた。西側大国の中で CSCE内での国境問題の討議を主張していた
のはフランスであったことは注目すべきであろう28。 
 他方、ソ連もまた CSCEでの討議によって国境問題を解決することを模索していた。し
かし、その狙いはフランスとは異なる理由であった。東欧諸国の体制転換によって東側ブ

                                                                                                                                                
stenograficzne z 37 posiedzenia, 27 lipca 1990 r., łamy 262-270. 
24 Mieczysław Tomala, Zjednoczenie Niemiec  Reakcje Polaków, Warszawa, Polska 
Fundacja Spraw Międzynarodowych, 2000, s.105-110. 
25 Barcz, op. cit., s.114-116 (dok.2). 
26 Zbiór Dokumentów, 1991, nr1, s.61-66. 
27 Tomala, op. cit., s. 120-121. 
28 Zelikow and Rice, op. cit., pp.204-208. 高橋前掲書 260-261頁。 
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ロックというソ連の基盤は崩れつつあった。ドイツ統一問題で NATOの影響力を最小限に
とどめ、西側と討議を行なう足がかりは CSCEを措いて他になかった。また全欧的な多数
国間の会議は必然的にドイツ統一を引き延ばす結果となり、冷戦後における混沌としたソ

連の安全保障を再構成するための時間的猶予を得る目的もあった。オタワコミュニケの「隣

国の安全保障問題を含む」という語句はソ連側が付け加えることを要求したものであり、

CSCEに対する意図と同様にソ連側は国境問題を通じて「２＋４」会議を引き延ばし、会
議での主導権を握ろうとしていた29。 
 イギリスもまた国境問題でポーランドに明確な支持を与えていた。その理由はドイツ統

一がこれまでの冷戦期の秩序を大きく崩してしまう恐れがあったからであった。現在の国

境線はこれまでのヨーロッパにおける秩序を維持するために大きな役割を果してきており、

その秩序を維持してきたのは NATOと NATOの中心的な役割を担ってきた英米仏である
とサッチャーは考えていた。サッチャーは国境線の変更は問題外であるとして２月のマゾ

ヴィエツキとの会談でポーランドの主張を支持し、３月末のサッチャー・コール会談では

国境確認を明確にするよう強く主張した30。 
 イギリスだけでなくアメリカも冷戦後の秩序を NATOを軸にして考えていた。９０年４
月の米英首脳会談では、ブッシュとサッチャーは NATOの政治機能を強化するという共通
の立場を確認した。ただドイツに対する態度はイギリスとは大きく異なるものであった。

アメリカはヨーロッパにおける重要な同盟国としてドイツを見なしており、ドイツ統一に

際しても、コールの考えていた NATO残留という枠組みでのドイツ統一の方向性はアメリ
カの利益と合致していた。アメリカはドイツ自身の自決権を主張することにより、西側の

安全保障を維持し、かつソ連を刺激せずに影響力を行使することを望んでいた。西ドイツ

に対するこのような協力的な立場は国境問題に関しても同様であった。３月にワシントン

で行なわれた米ポ首脳会談で、マゾヴィエツキは統一前の条約締結を訴えたが、ブッシュ

はコールの立場を支持し、ドイツにこれ以上の圧力をかけることはできないことをマゾヴ

ィエツキに伝え、コールを信用して欲しいと要請した31。 
 このようにポーランドや「２＋４」会議参加国の外交交渉が続く中で、両ドイツと四大

国の国境確認に関する動きもはっきりとしたものになりつつあった。３月２日にコール首

相は国境確認を行なう意志があることを初めて公にした。３月１８日には東ドイツ議会の

自由選挙が行なわれることになっていたので、コールはこの事態を受けて、東ドイツの総

選挙後に東西両ドイツは国境確認の意志を同一文の議会決議という形式ではっきりと示す

つもりであると発言した32。オタワコミュニケで提起された６ヶ国の会談も、３月１４日

に「２＋４」準備外務事務レベル会議としてボンで始まった。この会議は「２＋４」外相

                                                  
29 Baker, op. cit., pp.208-212. 邦訳 432-440頁。 
30 Margaret Thatcher, The Downing Street Years, London, HarperCollins, 1993, 
pp.790-799. 邦訳 マーガレット・サッチャー／石塚雅彦訳『サッチャー回顧録（下） ダウ
ニング街の日々』（日本経済新聞社、1993）410-421頁。 
31 Zelikow and Rice, op. cit., pp.220-222. 
32 Teltschik, op. cit., S.163-164 邦訳 189頁。コールは国境確認の意志を初めて公式に明らか
にしたが、国境問題を戦後補償やポーランド国内のドイツ系少数者の問題と結びつけて述べた

ために、このコールの発言はポーランドに良い影響を与えるとはいい難いものであった。 
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会議の予備交渉となるものであり、そこでポーランドの「２＋４」会議参加や「２＋４」

会議の議題が話し合われた。会議後に出された宣言では「ポーランドは、関係する問題、

とりわけその国境が議論される場合にのみ招待される。」とされ、ポーランドの招待とその

参加範囲が示された。また「２＋４」会議の議題として国境、統一ドイツの政治的・軍事

的な地位、ベルリンに関する問題、四大国の権利と責任の終了問題という４つのテーマが

決められた33。この事務レベル会議により、「２＋４」会議の輪郭がはっきりと現れてきた。

この会議での宣言は、ポーランドにとって「２＋４」会議への招待という内容を含むもの

であり、それはこれまでのオタワコミュニケ以降の外交活動の成果を示すものだった。こ

の事務レベル会議で出された結論は５月５日の「２＋４」外相会議で正式に決定され、翌

６日にポーランド側に伝えられた。 
 ポーランドの「２＋４」会議参加が明確になる中で、ポーランド外務省は東西両ドイツ

に対して国境問題を含んだ包括的な関係改善を目指す条約案を提示している。この条約案

は４月２７日に東西両ドイツに、４月３０日に四大国に提示された34。この条約案提示の

後、西ドイツ、東ドイツ、ポーランドの３ヶ国は５月３日にワルシャワ、１８日にボン、

２９日にベルリンで会談を行なった。この３ヶ国交渉ではコール首相が表明していた両ド

イツの議会決議と今後締結される予定の国境条約案が主として検討された。交渉の中でド

イツ側は両ドイツ議会による同一文の議会決議を行なうことを約束したが、ポーランド側

が望んでいた条約による統一前の国境確認ははっきりと拒否した。ポーランド側は国境確

認に関して二国間条約の締結と「２＋４」会議での明確な保証をあくまでも要求したが、

この３ヶ国交渉の後には、統一後に国境確認条約を締結する方向へと政策を転換させてい

る35。 
 この３ヶ国会談は国境確認交渉を進展させるためにポーランド側によって提起されたも

のであったが、四大国はこのポーランドの動きに積極的な支持を与えなかった36。この３

ヶ国会談を提起した時期には「２＋４」会議へのポーランドの参加がほぼ確実視されてい

た。もしポーランドが四大国による国境確認を中心にして問題を処理しようと考えていた

のであれば、「２＋４」会議とは異なった交渉チャンネルをポーランドが開く必要性はなか

っただろう。しかしながらポーランドは「２＋４」会議への参加のみを通じて国境問題を

解決するのではなく、国境問題の当事国による問題解決を提起し、「２＋４」会議という大

国の意思決定の場以外での交渉チャンネルを模索していたように思われる。 
 この３ヶ国交渉は６月の両ドイツ議会の決議へと実を結んだ。６月２１日に西ドイツ下

院と東ドイツ人民議会、６月２２日には西ドイツ上院がほぼ同じ内容の決議を採択した37。

決議はまず、これまで国境を規定してきた西ドイツ、東ドイツとポーランドとの諸条約を

挙げ、現国境がポーランドの西部国境であることを確認している。続いて現存する国境の

現在及び将来における不可侵を確認し、主権と領土保全に敬意を払う義務があることを述

べている。そして、いかなる領土的要求も持たず、そのような要求を将来にも提起しない

                                                  
33 Barcz, op. cit., s.124 (dok.5). 
34 Tomala, op. cit., s.151-154. 
35 Barcz, op. cit., s.43-48; Tomala, op. cit., s.145-222. 
36 Tomala, op. cit., s.157-162. 
37 Ludwig, op. cit., S.249-251 (Dok.56). 
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ことを宣言した。東西両ドイツ議会が同時期に、ほぼ同文で決議を採択したことにより、

明確な国境確認の意志を両ドイツは明らかにした。 
 この６月の決議により国境確認についての反対はなくなったといってよい。前述したよ

うに四大国は国境の確認に同意しており、国境確認を明確にしていなかった西ドイツ側も

この決議により、はっきりと現在の国境を統一ドイツの国境とする意志を示した。ドイツ

統一に関する文献もこの時点で国境確認交渉についての記述を終えているものが多い38。

しかし、ポーランド側はその後も二国間条約の締結時期を明確にすることなどを求めて、

執拗に自国の主張を訴えつづけているのである。 
 
第３節 国境確認の最終的な決着 
 ポーランド、両ドイツ間での協議が進む中、両ドイツと四大国との交渉も具体的な進展

を見せ、６月２２日に第２回「２＋４」外相会議がベルリンで行なわれた。国境問題に関

しては、７月１７日にパリで行なわれる予定の第３回「２＋４」外相会議にポーランド外

相が参加することになっており、パリ外相会議及びその準備会議である７月４日の事務レ

ベル会議のために国境問題の基礎がベルリンで話し合われた。このベルリンでの会議の結

果は６月２７日に送付されたポーランド外相宛の「２＋４」会議招待状に示されている39。

この招待状の付帯文書で「国境確認の基礎」が述べられており、これは続く事務レベル会

談、外相会談での叩き台となった。 
 
   国境問題調整の基礎（以下「基礎」と表記） 

１．統一ドイツは西ドイツ、東ドイツ、全ベルリンの範囲を含む。最終規定条約の

施行の日に西ドイツ、東ドイツ国境は統一ドイツの最終的な外部国境となる。 
２．統一ドイツとポーランド共和国は国際法の観点から拘束力を持つ条約によって

現存するポーランド西部国境を確認する。 
３．統一ドイツは他国に対しいかなる領土的要求も持たず、将来においてもまたこ

のような要求を提起しない。 
４．西ドイツ政府と東ドイツ政府は、統一ドイツの憲法が上記の基礎に反したいか

なる決定をも含まないことを保証する。このことは西ドイツ基本法前文、並び

に２３条２項、１４６条に含まれる決定に該当する。 
５．ソ連、米、英、仏政府は正式な形で関係する義務や宣言を採択し、その実現と

同時に統一ドイツ国境の最終的な性格が確認される。 
 
 上記の「基礎」を受けて、ポーランド側は「２＋４」会議参加国に対して返書を送付し40、

７月４日には「２＋４」事務レベル会議で「基礎」への具体的な主張を行なった。この会

議はポーランド外交団も参加して行なわれたものであり、これは７月１７日にパリで行な

われる「２＋４」外相会議の予備的な会議であった。事務レベル会議でポーランド側は以

                                                  
38 例えば Zelikow and Rice, op. cit., p.222. 
39 Barcz, op. cit., s.140-141 (dok.14). 
40 Barcz, op. cit., s.144-151 (dok.16, dok.17). 
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下のような主張を行なった。国境確認の暫定性を解消するために、「２＋４」会議終了時に

締結される条約がポツダム宣言を受け継ぐものであることを「基礎」の中で示すようポー

ランド側は主張した41。また、独ポ間の国境確認条約がドイツ統一後の最も早い時期に締

結されるよう、「基礎」に独ポ間の条約の発効時期を明記することなどもポーランド側によ

って提案された42。 
 これらのポーランド側の修正要求は事務レベル会議では最終的な決着をみず、パリでの

「２＋４」外相会議に持ち越された。この会議はポーランド外相スクビシェフスキも含め

た７ヶ国の外相により７月１７日に開かれた。会議ではスクビシェフスキが冒頭に演説を

行い、７月４日に事務レベル会議で行なったポーランド側の提案を再度述べた43。外相会

議での議論の後、最終的に変更された点は「基礎」の第１項と第２項であった。第１項で

は「国境の最終的性格の確認はヨーロッパでの平和的秩序の重要な要素となる。」という文

章が付け加えられ、第２項では「現存するポーランドの西部国境」という文言が「ドイツ・

ポーランド間に現存する国境」と改められた。その他のポーランド側が提案した修正要求、

例えば独ポ二国間の国境条約の締結時期を明記することや「２＋４」会議での国際的な取

決めがドイツ国内でも効力を有することの明記、は受け入れられなかった。パリ会議終了

後、７月２３日にフランス外相からポーランド外相宛に会議での決定事項が送付された。

ポーランド側は８月３１日にフランスに、９月６日にはフランス以外の「２＋４」参加国

に返書を送付し、パリ会議でポーランド側が主張した点について繰り返し主張している44。 
 ９月１２日にはモスクワで「２＋４」会議が行なわれ、パリ会議での合意が正式な条約

となった。この会議の終了時に四大国と東西両ドイツは「ドイツに関する最終規定につい

ての条約」を締結した。「基礎」はこの条約の第１条に列挙されており、条約の前文にはポ

ーランドの「２＋４」会議参加も述べられている45。９月１３日には最終規定条約につい

ての通告がソ連側からなされ、ポーランドは９月２０日にはソ連に、９月２８日にはソ連

以外の参加国に返書を送った。この書簡の中で、最終規定条約での諸決定が国内法への義

務を有すること、統一後可能な限り早く国境確認条約が締結されることなど、最終規定条

約には盛り込まれなかった合意事項が遵守されるようポーランド側は重ねて主張した46。 
 四大国の権利と責任に関する問題は両ドイツと四大国による最終規定条約により解決し、

１０月３日にドイツは統一された。統一後の１１月８日に国境問題の最終的な交渉が行な

われ、１１月１４日にスクビシェフスキ、ゲンシャー両外相は国境確認条約に調印した。

国境確認条約は第１条でこれまで東西両ドイツとポーランドとの間で締結された条約や協

定を列挙し、現国境を確認している。第２条、第３条では国境の不可侵、領土的な要求を

                                                  
41ポツダム条約では「ポーランド国の西部国境の最終的画定は、平和解決（peace settlement）
を待たなければならない」と記されている。西ドイツ側は「２＋４」会議で締結される予定の

条約を平和条約という戦勝国と敗戦国との条約として位置づけることを拒んだ。ポーランド側

はポツダム条約と「２＋４」会議での条約との関連性を示すために、「基礎」の第１項に「これ

らの国境は平和解決の基本的な構成要素である。」という文言を付け加えることを主張した。 
42 Barcz, op. cit., s.52-57. 
43 Zbiór Dokumentów, 1991, nr3, s.46-64. 
44 Barcz, op. cit., s.181-183 (dok.26). 
45 小田滋、石本泰雄編『解説条約集 第７版』（三省堂、1997）718-720頁。 
46 Barcz, op. cit., s.191-192 (dok.30). 



 12

行なわないことが述べられている47。これらの条文は６月の両ドイツ議会決議の内容を多

く含んだものとなっている。この条約によりポーランド、ドイツ間の国境が最終的に確認

された。 
 さて、このように６月の両ドイツ議会決議以降も「２＋４」会議という舞台でポーラン

ドは国境確認を明確にするよう積極的に自らの主張を訴えているが、ポーランドの領土保

全は６月の両ドイツ決議により十全ではないがほぼ達成されており、７月から「２＋４」

会議終了までのポーランド外交は単に領土保全を行なうためという理由だけでは説明ので

きない動きだろう。領土保全を明確にするという交渉結果を得るよりもむしろ、ポーラン

ド自身が大国間の交渉に参加するという交渉過程のあり方がポーランドにとって大きな意

味を持っているのではないだろうか。 
 この約１年に及ぶ国境確認交渉の中でポーランド側は確かにオーデル・ナイセ線の最終

的な確認を求めるために外交交渉を展開した。しかし、ポーランド側の目的が単なる領土

保全のみであったならば、国境確認に強い影響力を持つ四大国への働きかけに集中するこ

とがポーランド外交にとって最も効果的であっただろう。上述したポーランド外交の軌跡

はこうした理解を越える側面を持っているように思われる。すなわち、ドイツに隣接する

中小国の支持を喚起したこと、ポーランド、西ドイツ、東ドイツの３ヶ国間で国境確認に

関する交渉を行なったこと、ドイツとポーランドの二国間条約締結という当事国による最

終的な問題解決を一貫して主張していたこと、大国が中心となる「２＋４」会議に参加す

るという交渉過程自体を重要視すること、これらのポーランド側の姿勢は、とりわけ「大

国の保証」のもとでの領土保全という考え方には合致しない側面を持っている。ここには

ポーランドの目指す長期的な外交原則が交渉過程の中で現れていると考えられる。以下そ

の点について検討を加えてみよう。 
 
第４章 ポーランド外交の視座 
 
 １９８９年に起こった体制転換はポーランドの外交政策の転機でもあり、マゾヴィエツ

キ新政権においてもこの点は強く自覚されていた。マゾヴィエツキ首相はその就任演説で

外交政策の重要性を挙げており48、この対外関係の新たな構築は８９年９月に国連で行な

われたスクビシェフスキ外相の演説によっても示されている49。この演説はマゾヴィエツ

キ首相の演説と同様にポーランドの独立や主権を印象づけるものであった。 
 ドイツ統一問題が進展を見せ、オーデル・ナイセ国境の解決がポーランドの重要な外交

課題となってからも、ポーランドは国境確認交渉において東西両ドイツとの関係だけでは

なく、「２＋４」会議に参加する大国との関係をも強く意識していることを見てとることが

できる。例えば９０年２月２０日に四大国宛に送付されたマゾヴィエツキ書簡、３月２日

                                                  
47 Dziennik Ustaw, 1992, nr14, poz.54. 
48 Sejm PRL, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie Stenograficzne z 7 posiedzenia, 12 września 
1989 r., łamy 6-23. 
49 Krzysztof Skubiszewski, Polityka Zagraniczna i Odzyskanie Niepodległości  
Przemówienia, oświadczenia, wywiady 1989-1993, Warszawa, Wydawnictwo Interpress, 
1997, s.15-22. 
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に両ドイツの隣国諸外相宛に送付されたスクビシェフスキ書簡はともに次のように述べて

｢２＋４｣会議へのポーランドの参加が正当なものであることを訴えている。「関心を持つ

隣国の発言を制限したり、ドイツ統一での近隣諸国の安全保障を含む外的側面についての

議論においてしかるべき段階から排除したりすること、これらのことは１９４５年のヤル

タ方式へと逆戻りすることと同じになるでしょう。｣50 また、２月２２日に開かれた第６

回ドイツ・ポーランドフォーラムでスクビシェフスキ外相は次のように発言している。「既

得権について、関心を持つ国々の参加を伴った議論が重要なのです。言い換えれば理に適

った外交が、ヤルタ型の強制を拒否することが重要なのです。我々をヤルタから遠ざける

すべてのことは良好な国際関係やヨーロッパ統合を促進します。一方で我々をヤルタに近

づけ、その方法を繰り返すすべてのことはヨーロッパ統合を頓挫させ、分割を導き、軍縮

のチャンスを小さくし、国際関係の民主化を否定します。」51 
 「２＋４」の枠組みが明らかになった２月のオタワコミュニケの後には、ポーランドの

外交政策を担う国会議員の中にも四大国に対する態度がはっきりと表れている。この時期

には１９８９年６月に行われた部分的自由選挙で当選した政治家が議会活動を行っており、

「連帯」系の政治家は市民議会クラブ（OKP : Obywatelski Klub Parlamentalny）を形
成し、マゾヴィエツキ政権での閣僚の多数を占めていた52。この OKPの指導者であり、下
院の外交委員会委員長を務めていたブロニスワフ・ゲレメクは次のように述べている。「戦

勝四大国と両ドイツが行う会議にポーランドは自国の国境と安全保障に関する議論に参加

する倫理的な権利を持っています。この会議にポーランドを参加させないことは不名誉な

ヤルタの経験の再現となるでしょう。」下院議長のミコワイ・コザキェヴィチもまた「我々

に関する直接の問題が議論される時、「２＋４」会議に出席する要求を自然な、そして至極

当然なことであると我々は考えます。ポーランドの発言が直接、そして明確に聞き届けら

れるようにする多くの歴史的な原因をポーランドは持っています。ヤルタの歴史的経験は、

関心を持つ国々を無視して大国によって締結された協定の帰結がどのようなものであるか

ということを教えています。」と述べている。OKPの外交委員会委員長であったヤヌシュ・
オニシキェヴィチは９０年２月２８日にジチェ・ヴァルシャヴィ紙のインタビューに次の

ように答え、「２＋４」会議への参加がポーランドの正当な要求であることを述べている。

「もちろん５番目の大国としてポーランドの完全な参加を問題にしているのではなく、nic 
o nas bez nas（nothing about us without us：我々の関与なしに我々の問題について決定
することを許さない）という基礎を実現することが大事なのです。すなわち、独ソ不可侵

条約もヤルタもポーランドの権利を侵したものであったという基礎が重要なのです。」53 
 ４月２６日にはスクビシェフスキ外相がポーランド下院で外交政策に関する年次報告を

行っている。この年次報告についての議会論戦の中で国境問題についてゲレメクは次のよ

うに述べている。「ドイツ統一を慣れるべき必要悪としてではなく、ヨーロッパを再生させ、

                                                  
50 四大国宛と隣国外相宛についてのこの部分はほぼ同じ文章が用いられている。Barcz, op. cit., 
s.114-116 (Dok. 2); Zbiór Dokumentów, 1991, nr1, s.61-66. 
51 Barcz, op. cit., s.117-119 (dok. 3). 
52 ８９年秋に発足したマゾヴィエツキ内閣の構成は「連帯」１２、統一労働者党４、統一農民
党４、民主党３、無党派１であり、無党派はスクビシェフスキ外相であった。 
53 Tomala, op.cit., s.81-83. 
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ヤルタ後の分割を克服し、ソ連・ポーランド間と同様の関係を変化させる不可欠な過程と

して認識しました。ドイツの状況の変化はヨーロッパにおけるポーランドの状況の変化に

関わっており、このドイツの変化によってポーランドの主権の復活が可能となりまし

た。・・・問題は将来の統一ドイツがどのような形を取るのかということなのです。ここで

は、ヨーロッパと世界の安全保障が問われているのであり、我が国の利益を守ることだけ

が問われているのではないのです。」54 
 パリで行われた「２＋４」会議の後には、スクビシェフスキ外相が７月２７日にポーラ

ンド下院で演説を行なっている。この演説はこれまでの国境確認交渉を総括するものであ

り、その中でスクビシェフスキは次のように述べている。「隣国の安全保障問題についての

言及は重要でした。オタワコミュニケは非常に短いものです。これは３つの文章から成っ

ています。またこれは全般的な内容で、会談の対象を厳密に示していませんでした。その

当時はただ非常に簡潔に、しかし同時にポーランドが参加の機会を得られるようにこのコ

ミュニケを補うことができました。なぜなら、ドイツに隣接する国々の安全保障について

文言がある以上、これら隣国の参加なしには会議を行うことができないからです。ヤルタ

の時代は終わりました。１９８１－８２年の転機にフランソワ・ミッテラン大統領は正し

くもこう言いました。『ヤルタから抜け出すことを許す全てのことは良いこととなろう。』」

55また同演説では次のようにも述べている。「現存するドイツ国境の絶対的な必要性にお

いて大国の関与は国際法という意味での保証とは同一ではありません。とりわけポーラン

ド・ドイツ国境はそのような保証の対象ではありません。国境の永続性という問題での大

国の確約と、その確約に反して提起されるあらゆる疑念の排除とが必要であるという見解

をポーランド政府は初めから持っていました。大国の参加は必要です。しかしながら保証

は別です。ヤルタの経験以降、誰もそのような保証を行わないことを我々は望んでいます。

この保証は『保証』という言葉が意味する確実性や安寧とはしばしば逆の効果をもってい

ます。他の国境と同じように領土調整に対する大国の特別な立場や特別な地位を生み出す

ことなく、我々の現在の国境線におけるポーランド・ドイツ国境が普通の国境であって欲

しい。なぜならこのことは自らに好ましくない結果をもたらすものかもしれないからです。

保証する者が何らかの責任を持っている場合があり、また保証する者が自らの特別な地位

を利用することもあります。この点でポーランドの経験は良いものではありませんでした。

パリでは必要な保証と我々の自主性の間の適切な均衡を達成したと私は判断しています。」

56 
 我々は、これらの発言からヤルタ体制への批判をはっきりと読み取ることができる。大

国により国境が規定され、第二次大戦後約５０年にわたって維持されてきたヤルタ体制を

明確に否定するポーランド側の意思がここに滲み出ていると理解することもできるであろ

う。従って、この主張は単なる領土保全の解決だけを求めているのではないだろう。領土

                                                  
54 Sejm RP, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie stenograficzne z 28 posiedzenia, 26 kwietnia 1990 
r., łamy 33. 
55 Sejm RP, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie stenograficzne z 37 posiedzenia, 27 lipca 1990 r., 
łamy 263. 
56 Sejm RP, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie stenograficzne z 37 posiedzenia, 27 lipca 1990 r., 
łamy 269. 
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保全をポーランドの名において行なうという外交原則こそ国境問題でポーランドが意図し

たものであった。だからこそ、国境の確認についてポーランドは、ポーランドと両ドイツ

の間で３ヶ国交渉を提起し、同時にドイツ側の議会決議だけでは不満だとし、積極的に国

境問題の国際的確認を求めて「２＋４」会議に参加したということができるでろう。 
 では、なぜヤルタ体制という、自国の決定権を奪ってきた大国主導による国際秩序の維

持を否定し、自国が関与する形での領土保全にポーランドはこれほど強くこだわりつづけ

てきたのだろうか。これはポーランドが経験してきたこれまでの歴史を振り返れば容易に

理解できる。そもそも第二次大戦後の領土の変更はポーランドが望んだものではなく、解

放軍となったソ連によって主張され、また西側諸国に説得されて確定したものだった。ま

たヤルタ体制のもとで行なわれた領土画定はソ連を中心とする社会主義ブロックを構築す

る原点となり、それ以降１９８９年まで東側ブロックの同盟に関する重要な政治的決定は

ソ連に強く拘束されていた。またポーランドにとっては第二次大戦以降のみがそのような

状態にあるのではなかった。さかのぼればポーランド分割は近隣の強国によって行なわれ、

ポーランドは独立国家としての地位を失った。第一次大戦後独立したポーランドは大国の

間での均衡外交を行わざるを得なかった57。その大国間の均衡が破られた後は第二次大戦

での最初の犠牲国となった。ポーランドの領土保全は諸外国の、とりわけ大国の影響下に

あった。このようなポーランドの経験から nic o nas bez nasという言葉が生まれ、ポーラ
ンド外交の一つの原則となっていると言われている。この言葉はオニシキェヴィチの発言

の中で直接引用され、また外相などの発言にも見られるように、体制転換後の国境確認交

渉の中でもポーランド外交を担った人々の間に広く共有されたものであった58。 
 この伝統的な考えは、体制転換直後というヨーロッパの新しい外交環境の中で新たな課

題を背負うものであった。nic o nas bez nasという言葉から直接導き出すことのできる帰
結を想像するならば、どのような同盟にも属さないというポーランドの中立化構想などが

考えられるだろう。しかし、中立化といった政策はポーランドの現状に即して考えれば非

現実的であり、むしろポーランドを危険にさらす可能性があった。スクビシェフスキは後

に体制転換後の外交政策を回顧する中で、ポーランドの中立化やフィンランド化は大国の

緩衝地帯となることを招くだけであり外交政策として採用しなかったことを記している59。 
 それではどのような政策がこの８９年から９０年にかけて展開されていたのだろうか。

９０年４月にはスクビシェフスキは外交指針についての演説を行なっており、マゾヴィエ

ツキ政権の外交の方向性を示している60。この演説の中でポーランド外交政策の筆頭に挙

げられ、またヨーロッパ統合政策の部分で多くを占めていたのは全欧安保協力会議

（CSCE）であった。CSCEは NATOやWTOといった超大国を頂点とする軍事同盟とは
異なり、米ソを共に含みヨーロッパのほとんどの国が参加する組織であり、全ヨーロッパ

                                                  
57 松川克彦『ヨーロッパ１９３９』（昭和堂、1997）。 
58 国境確認交渉の中でこの nic o nas bez nasという考えに言及されたものとして、Wiesław S. 
Burger, Zjednoczenie Niemiec  społeczno-polityczne i międzynarodowe uwarunkowania, 
Szczecin, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, 1994, s.87. 
59 Krzysztof Skubiszewski, ‘Polska i Sojusz Północnoatlantycki w Latach 1989-1991’, 
Sprawy Międzynarodowe, 1999, nr1, s.9-50. 
60 Sejm RP, Kadencja Ⅹ, Sprawozdanie Stenograficzne z 28 posiedzenia, 26 kwietnia 1990 
r., łamy 7-19. 
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の紛争予防や政治的対話、基本的人権の尊重、人的交流の促進などを目的とする組織であ

った61。CSCE は加盟国が多数に及ぶため中小国の影響力も発揮できる可能性を持ち、ま
たその紛争予防や政治的対話といった会議の性格から軍事的なプレゼンスよりも加盟国間

の外交交渉という手段が大きな役割を果している62。 
 その他に展開されていたポーランドの外交政策としては、近隣諸国との善隣友好を含め

た積極的な二国間関係の強化が挙げられる。国境確認交渉の中でもドイツ・ポーランド間

の善隣友好条約の基礎が見られ、他の国々との関係においても実務的な二国間協力や善隣

友好宣言などにより発展の基礎が形作られている63。 
 国境確認交渉と同時期に行なわれたこれらの外交政策の展開は大国主導による国際秩序

ではなく、自国のイニシアティブにより外交政策を行なうということを示す傍証であるよ

うに思われる。加えてこのポーランドの一連の政策からヤルタ体制の否定は単なる過去の

清算としてではなく、９０年代の新たな国際秩序に向けてポーランドの外交政策の目標と

して設定されたと考えられる。ドイツとロシアという大国の狭間でのポーランドの経験は

全ヨーロッパの統合という文脈の中で新たな意味付けを与えられ、国境確認交渉という大

国との交渉の中で新たなポーランド外交の端緒を示しているようにも思われるのである。 
 
第５章 結びにかえて 
 
 本稿では国境確認交渉の過程とポーランド側の国境確認交渉に対する反応をたどること

によって、ポーランドの外交原則といえるものをあとづけてきた。この国境確認交渉では

領土保全を通じて長期的な外交原則の追求が意識されていたことを見てとることができる。

このポーランド側の意図は四大国が意図していた大国主導による冷戦後の秩序構築とは対

照的である。ドイツ・ポーランド国境を大国だけではなくポーランド自身の手によって再

定義し、この国境がこれまでの大国による秩序維持を示すものではなく、完全な主権を有

する独立国家自身が相互に承認する境界線であると示すことがこの国境問題におけるポー

ランド外交の一つの外交原則であったと考えられる64。 

                                                  
61 吉川元『ヨーロッパ安全保障協力会議（CSCE）』（三嶺書房、1994）。 
62 スクビシェフスキは９０年４月の外交指針演説について注を付し、ミッテランが構想した
CSCEの連邦化を紹介している。スクビシェフスキは対外的な軍事同盟としての役割よりも加
盟国間の平和維持の役割を強調しており、示唆的にではあるがスクビシェフスキの期待する

CSCEの役割が示されているように思われる。Skubiszewski, Polityka Zagraniczna..., s.45. 
63 これらの関係の後、ポーランドは隣接する国全てと善隣友好条約を結んだ。ドイツとは１９
９１年６月１７日に善隣友好条約が締結されている。１９８９年から９１年にかけてのポーラ

ンドの二国間条約の締結については Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1991, 1993, 
s.181-191. 
64 このポーランド側の意図はドイツ統一での西ドイツとポーランドの間で国境問題が紛糾し
た原因の一つを示唆しているように思われる。西ドイツは当初国境確認を明確にはしなかった。

一般には西ドイツで予定されていた議会選挙でのドイツ人追放者の票に対する配慮から国境確

認を明確にしなかったとされている。しかし、ドイツでも５０年にわたり戦勝四大国の権利と

義務が維持されており、ヤルタ体制と無関係ではなかった。平和条約を締結しない（「２＋４」

会議で合意された条約は平和条約ではない）という西ドイツの強硬な主張はその交渉の中で一

貫している。ドイツ統一での西ドイツ側の強固な姿勢の一つは統一に際していかなる留保も残
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 さらに国境問題におけるポーランドの積極的な外交は以上の問題にとどまらない意義を

持つものであった。それはドイツ統一によって生じた短期的な外交問題の処理という意味

だけではなく、冷戦後の国際秩序をめぐる新しい構想の追求でもあった。国境問題への積

極的な自己主張はポーランドにとって大国外交や冷戦体制の軛という「ヤルタ体制」への

批判であり、国境確認交渉はこのヤルタ体制を打破して冷戦後の国際秩序として相互に対

等な国々の外交関係を構築しようとするという意義を持つものであった。 
 さて、こうしたポーランド外交の背景は、国境確認交渉後のポーランド外交の展開の中

にも貫かれているように思われる。これまでの研究においては、９０年代のポーランド外

交は NATO、EU加盟を積極的にアピールしていたために、これら加盟国の中で大きな発
言力を持つ西側大国との協調的な関係の推移が取り上げられることが多い。しかし、本稿

で取り上げたポーランド外交の自立的な方向性は、西側への協調姿勢を一方的に追求する

ものではなく、ポーランド独自の中欧外交を核としたヨーロッパ外交の展開をも求めてい

るように思われる。この西側との協調とポーランドの独自性という二面性を考えることは

ヨーロッパの冷戦後の外交関係を分析する上で必要な視点であるように思われる。 
 このポーランドの外交原則がどのような政策を伴って９０年代の外交活動となり、進展

を見せたのかは今後の課題としたい。 
 
 
資料 
ポーランド共和国とドイツ連邦共和国との間の両国間に現存する国境の確認に関する条約 
 
ポーランド共和国と 
ドイツ連邦共和国は、 
 
   国際法、とりわけ国際連合憲章ならびにヘルシンキで署名された欧州安全保障協力会議

最終文書と同会議での続く諸会談の文書に従って、未来へと向かう両国の相互関係の形成を目

指しつつ、 
   国境により分かれることのない、またすべての欧州の国民に信頼に立脚した共存や公共

の福祉のための広範な協力を保証し、恒久的な平和・自由・安定を保証する欧州の平和秩序を

構築する活動に共同して寄与することを決意し、 
   最終的な国境を有する国家としてのドイツの統一がヨーロッパでの平和秩序に重要な寄

与をなすことを深く確信し、 
   1990年 9月 12日に署名された、ドイツに関する最終規定についての条約を考慮しつつ、 
   第二次大戦終結から 45 年が経過したことを考慮に入れ、この戦争がもたらした多大な

                                                                                                                                                
さずに完全な主権を持った統一ドイツを達成することだった。このようなドイツ側の意図は国

境問題についても同様に考えられる。ポーランド側が主張した統一前の条約締結や仮署名はポ

ーランド側にとっては自国の関与を強調するものだったが、ドイツ側にとっては統一後のドイ

ツを拘束するというドイツ側の主体的な決定を限定する意味を含んでいる。国境問題での鋭い

対立は他国によって自国の重要な決定が侵されることを防ぐというドイツ側、ポーランド側に

共通する意図から生じたのではないだろうか。 
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苦痛、その中でも追放や移住の結果多くのポーランド人、ドイツ人がその親類故郷を喪失した

ことは両民族、両国家間の平和的な関係形成への警告、挑戦であることを自覚し、 
   両国関係発展の成果の中で友好的な共存のために恒久的な基礎を作り出すことを切望し、

またポーランド人、ドイツ人間の恒久的な合意ならびに和解の政策を継続しつつ、 
 
次のとおり協定した。 
 
第１条 1950 年 7 月 6 日にポーランド共和国とドイツ民主共和国との間の確定され、現存し
ているポーランド・ドイツ国境画定に関する協定、その実施や補足のために締結された諸協定

（1951 年 1 月 27 日のポーランド・ドイツ間の国境画定についての実施に関する法律；1989
年 5 月 22 日のポーランド人民共和国とドイツ民主共和国との間のポモジェ湾海域の境界策定
問題での協定）、そしてまた 1970年 12月 7日のポーランド人民共和国とドイツ連邦共和国と
の間の相互関係正常化の基礎についての協定の中で境界線が定義された、両国間に現存する国

境を両締約国は確認する。 
第２条 両締約国は両国間に現存する国境が現在においても将来においても不可侵であること

を宣言し、また両国の主権や領土保全に対して無条件に尊重する義務を相互に負う。 
第３条 両締約国はお互いにいかなる領土的要求も持たず、そのような要求を将来においても

提起しないことを宣言する。 
第４条 １．本条約は批准の対象となる。批准書の交換はボンで可能な限りすみやかに行なう。 

２．本条約は批准書の交換の日に効力を生ずる。 
 
以上の証拠として、両締約国の代表者は本条約に署名し、押印した。 
 
1990 年 11 月 14 日に、ワルシャワでひとしく正文であるポーランド語、ドイツ語により、本
書 2通を作成した。 
 
ポーランド共和国を代表して 
K．スクビシェフスキ 
ドイツ連邦共和国を代表して 
H．D．ゲンシャー 
 


